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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ガス入口ポート及びガス出口ポートを備えたキャップ付きの圧力容器用のシールであっ
て、
　密封材料で作られた本体を有し、前記本体は、前記キャップ付き圧力容器に接触して前
記キャップを前記圧力容器に対して密封するよう構成された密封部分を有し、
　炭酸ガス飽和プロセス中、前記圧力容器内の液体と前記ガス入口ポート及び前記ガス出
口ポートとの接触を阻止するよう構成されたラビリンスを有する、シール。
【請求項２】
　前記シールの頂面上に形成されたリブを更に有する、請求項１記載のシール。
【請求項３】
　前記密封部分から半径方向内方に延びる外側チャネルを更に有する、請求項１記載のシ
ール。
【請求項４】
　弁を備えた中央部分を更に有する、請求項３記載のシール。
【請求項５】
　前記中央部分は、内側チャネル及び前記内側チャネルから半径方向内方に位置決めされ
た空所を備えている、請求項４記載のシール。
【請求項６】
　前記内側チャネル及び前記空所は、前記炭酸ガス飽和プロセス中、前記弁をバイパスす
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る液体を拡散させると共に閉じ込めるよう構成されている、請求項５記載のシール。
【請求項７】
　前記弁は、ガスを流通させることができると共に前記圧力容器内に入っている前記液体
のエネルギーを拡散させるよう構成されたフラップ弁である、請求項４記載のシール。
【請求項８】
　前記外側チャネルを前記内側チャネルから隔てる第１の壁と、
　前記内側チャネルを前記空所から隔てる第２の壁と、
　前記第１の壁に形成されていて、前記外側チャネルを前記内側チャネルに空圧的に結合
する少なくとも１つの第１のポートと、
　前記第２の壁に形成されていて、前記内側チャネルを前記空所に空圧的に結合する少な
くとも１つの第２のポートと、を更に有する、請求項５記載のシール。
【請求項９】
　前記少なくとも１つの第１のポートは、前記少なくとも１つの第２のポートと半径方向
に整合していない、請求項８記載のシール。
【請求項１０】
　前記第１の壁は、前記キャップに接触し、それにより前記圧力容器が加圧されたときに
、前記シールが前記ガス出口ポートに当たって潰れるのを阻止するよう構成されている、
請求項８記載のシール。
【請求項１１】
　前記中央部分は、着脱式カバーを含む、請求項５記載のシール。
【請求項１２】
　前記中央部分は、前記第１の壁に取り外し可能に取り付けられたカバーを含む、請求項
８記載のシール。
【請求項１３】
　バッチ炭酸ガス飽和装置であって、
　ガス入口ポート及びガス出口ポートを備えたキャップを含む圧力容器を有し、
　前記キャップと前記圧力容器との間に位置決めされていて、前記キャップとシールとの
間に第１のチャンバを構成すると共に、前記圧力容器と前記シールとの間に第２のチャン
バを構成するシール器具を有し、前記シールは、第１のチャンバから第２のチャンバへの
ガスの流れを可能にするが、前記圧力容器内の液体が前記ガス入口ポート及び前記ガス出
口ポートに接触するのを阻止するよう構成されたラビリンスを有し、
　前記キャップ及び前記シール器具を前記圧力容器に対して取り外し可能にロックするロ
ック機構を有する、バッチ炭酸ガス飽和装置。
【請求項１４】
　前記シールは、前記圧力容器と前記キャップに接触して前記キャップを前記圧力容器に
対して密封する密封部分を含む、請求項１３記載のバッチ炭酸ガス飽和装置。
【請求項１５】
　前記シールは、前記シールの頂面上に形成され、炭酸ガス飽和サイクル中、圧力下にあ
るとき、前記キャップ及び前記圧力容器を密封するリブを含む、請求項１３記載のバッチ
炭酸ガス飽和装置。
【請求項１６】
　前記シールは、前記密封部分から半径方向内方に延びる外側チャネルを含む、請求項１
４記載のバッチ炭酸ガス飽和装置。
【請求項１７】
　前記シールは、弁を備えた中央部分を含む、請求項１６記載のバッチ炭酸ガス飽和装置
。
【請求項１８】
　前記中央部分は、内側チャネル及び前記内側チャネルから半径方向内方に位置決めされ
た空所を更に含む、請求項１７記載のバッチ炭酸ガス飽和装置。
【請求項１９】
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　前記内側チャネル及び前記空所は、フラップ弁をバイパスする液体を拡散させると共に
閉じ込める、請求項１８記載のバッチ炭酸ガス飽和装置。
【請求項２０】
　前記弁は、ガスを流通させることができると共に前記圧力容器内に入っている液体のエ
ネルギーを拡散させるフラップ弁である、請求項１７記載のバッチ炭酸ガス飽和装置。
【請求項２１】
　前記シールは、
　前記外側チャネルを前記内側チャネルから隔てる第１の壁と、
　前記内側チャネルを前記空所から隔てる第２の壁と、
　前記第１の壁に形成されていて、前記外側チャネルを前記内側チャネルに空圧的に結合
する少なくとも１つの第１のポートと、
　前記第２の壁に形成されていて、前記内側チャネルを前記空所に空圧的に結合する少な
くとも１つの第２のポートと、を更に有する、請求項１８記載のバッチ炭酸ガス飽和装置
。
【請求項２２】
　前記少なくとも１つの第１のポートと前記少なくとも１つの第２のポートは、半径方向
に互いに整合していない、請求項２１記載のバッチ炭酸ガス飽和装置。
【請求項２３】
　前記第１の壁は、前記キャップに接触し、それにより前記圧力容器が加圧されたときに
、前記シールが前記ガス出口ポートに当たって潰れるのを阻止するよう構成されている、
請求項２１記載のバッチ炭酸ガス飽和装置。
【請求項２４】
　前記中央部分は、カバーを含む、請求項１８記載のバッチ炭酸ガス飽和装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、炭酸ガス飽和装置に利用できるシール及び泡止め器具（antifoam devices）
並びに完成品としての飲料の炭酸ガス飽和バッチを形成する方法に関する。
【０００２】
〔関連出願の説明〕
　本願は、２０１３年４月４日に出願された米国特許仮出願第６１／８０８，３１７号の
優先権主張出願である。この先の出願を参照により引用し、その記載内容全体を本明細書
の一部とする。
【背景技術】
【０００３】
　現行の炭酸飲料は、炭酸ガス飽和器を用いて水源を炭酸ガス飽和させ、次に香り付けシ
ロップ濃縮物を導入して炭酸飲料を作ることによって形成できる。加うるに、先行技術の
装置は、炭酸ガス飽和作用物質を圧力下で水入りの容器内に導入する小型ＣＯ2カートリ
ッジを有する場合があり、水の容器にはシロップ又は他の成分が完成品としての飲料を作
るために加えられる。
【０００４】
　しかしながら、先行技術の炭酸ガス飽和装置は、かかる炭酸ガス飽和装置が飲料に導入
する炭酸ガス飽和作用物質の量に関して制限されている。と言うのは、先行技術の炭酸ガ
ス飽和装置は、飲料を撹拌することはなく、或いは、炭酸ガス飽和レベルに影響を及ぼす
よう圧力を変化させることができないからである。加うるに、典型的な先行技術の炭酸ガ
ス飽和装置は、水源だけを炭酸ガス飽和させるよう利用される場合があり、完成品として
の飲料を炭酸ガス飽和させることはなく又は交差汚染が生じることなくカスタマイズされ
た種々の飲料の炭酸ガス飽和を可能にすることはない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００５】
　したがって、当該技術分野において、あらかじめ混合された飲料又は最終の完成品とし
ての飲料の迅速な炭酸ガス飽和を個別的に行って炭酸ガス飽和レベルを種々のレベルに合
わせて調節することができるようにする方法及び装置が要望されている。また、当該技術
分野では、液体がガス抜き手順の際に圧力容器から出るのを阻止して炭酸ガス飽和装置の
汚染を阻止するシール・泡止め器具が要望されている。さらに、当該技術分野において、
かかるガス抜きプロセス中、液体とガスを分離し、クリーニングが容易であり且つ再使用
可能なシール・泡止め器具が要望されている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　一観点では、キャップ付きの圧力容器用のシールが開示される。このシール・泡止め器
具は、密封材料で作られた本体を有する。本体は、キャップ付き圧力容器に接触してキャ
ップを圧力容器に対して密封する密封エッジを有する。シールは、炭酸ガス飽和プロセス
中、圧力容器内の液体とキャップとの接触を阻止するラビリンス（labyrinth）を有する
。
【０００７】
　別の観点では、ガス入口及びガス出口を備えたキャップ付きの圧力容器を有する炭酸ガ
ス飽和装置が開示される。炭酸ガス飽和器具は、シールを更に有する。ロック機構がキャ
ップ及びシール・泡止め器具を圧力容器に対して取り外し可能にロックする。シールは、
炭酸ガス飽和プロセス中、圧力容器内の液体とキャップとの接触を阻止するラビリンスを
含む。
【０００８】
　別の観点では、炭酸飲料をバッチの状態で作る方法であって、炭酸ガス飽和器具を用意
するステップと、ロック機構を用意するステップと、キャップを含む圧力容器を用意する
ステップとを含み、キャップは、ガス入口及びガス出口を備え、更に、液体飲料を圧力容
器内に導入するステップと、ロック機構を用いてシール及びキャップを圧力容器に対して
ロックするステップと、ガスを指定された圧力で所定の時間の間、導入し、そして液体飲
料を撹拌して炭酸飲料を作るステップとを含み、シールは、炭酸ガス飽和プロセス中圧力
容器内の液体とキャップとの接触を阻止するラビリンスを有することを特徴とする方法が
開示される。
【０００９】
　本発明の目的、利点、特徴、性質及び関係の良好な理解は、以下の詳細な説明及び添付
の図面から得られ、添付の図面は、本発明の原理を採用することができる種々の仕方を表
す例示の実施形態を記載している。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の原理による圧力容器、キャップ、及びクランプ内のシールの断面図であ
る。
【図２】本発明の原理によるシールの平面図である。
【図３】図２のシールのＡ‐Ａ線矢視断面図である。
【図４】図２のシールのＢ‐Ｂ線矢視断面図である。
【図５】図１の圧力容器、キャップ、及びシールの断面図であり、炭酸ガス飽和サイクル
の炭酸ガス飽和段階中における圧力容器内へのガスの流れを示す図である。
【図６】図１の圧力容器、キャップ、及びシールの断面図であり、炭酸ガス飽和サイクル
の炭酸ガス飽和段階中における圧力容器内の液体とガスの撹拌状態を示す図である。
【図７】図１の圧力容器、キャップ、及びシールの断面図であり炭酸ガス飽和サイクルの
ガス抜き段階を示す図である。
【図８】圧力容器、キャップ、及びカバーを備えたシールの別の実施形態の断面図である
。
【図９】図８に示されたシール及びカバーの断面斜視図である。
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【図１０】ハウジング内への圧力容器の導入に先立つ状態のシール及びキャップを含むロ
ック機構を有する圧力容器の斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下の内容は、本発明の１つ又は２つ以上の実施形態をその原理に従って説明し、図示
すると共に例示するものである。この説明は、本発明を本明細書において説明する実施形
態に限定するものではなく、これとは異なり、本発明の原理を説明すると共に教示するも
のであり、その目的は、当業者がこれらの原理を理解することができるようにすると共に
この理解によりこれら原理を利用して本明細書において説明する実施形態だけではなく、
これら原理に従って想到できる任意他の実施形態をも実施することができるようにするこ
とにある。本発明の範囲は、文言上又は均等論によるかのいずれかで添付の特許請求の範
囲に記載された本発明の範囲に属すると言えるかかる全ての実施形態を含むものである。
【００１２】
　一般に、炭酸ガス飽和プロセスは、ヘンリーの法則を利用して説明でき、ヘンリーの法
則は、温度が一定の場合、所与の種類及び所与の量の液体中に溶ける所与のガスの量は、
液体と平衡状態にあるそのガスの分圧に比例すると述べている。ＣＯ2圧力を様々なレベ
ルで制御することによって、吸収される溶解ガスの量により、ユーザは、人の舌に対する
異なる味及び感触を作るための様々な量の炭酸ガス飽和作用物質を含む飲料を作ることが
できる。
【００１３】
　本発明の装置及び方法は、水、香料、シロップ及び他の添加物を含む場合のある完成品
としての飲料を圧力容器内に入れ、そしてこれをＣＯ2で加圧してガスが液体を飽和させ
、それにより炭酸飲料を作ることによって具体化できる。圧力容器中に導入されるＣＯ2

圧力を制御することによって、飲み物中の炭酸ガス飽和レベルを高炭酸ガス飽和液体から
低レベル炭酸ガス飽和液体に変化させることができる。圧力容器内における液体の撹拌に
より、液体を飽和させるのに必要な時間を短縮することができ、しかも炭酸ガス飽和精度
が高まる。
【００１４】
　図１は、バッチ炭酸ガス飽和器具又は装置１２で用いられるシール１０を示している。
バッチ炭酸ガス飽和器具の細部は、本明細書において開示するシールを除き、米国特許出
願第１３／７９０，６８７号明細書に示されており、この米国特許を参照により引用し、
その記載内容全体を本明細書の一部とする。バッチ炭酸ガス飽和器具１２は、圧力容器１
４、キャップ１６及びキャップ１６、シール１０及び圧力容器１４を取り外し可能に密封
するクランプ装置１８を有する。一観点では、クランプ装置１８は、これらコンポーネン
トを互いに保持すると共に圧力容器１４とキャップ１６との間の圧力を維持する衛生様式
フランジ及びクランプを有する。一観点では、キャップ１６は、ガス入口又は流入ポート
２０及びガス流出又は出口ポート２２を有する。
【００１５】
　図２は、シール１０の一実施形態を示している。シール１０のシール本体は、シリコー
ン又はジュロメータが中程度の任意の記憶材料、例えばＢＵＮＡ‐Ｎで形成されるのが良
い。シールは全体として円板形であり、外径を有する。シール１０は、頂面３０及び頂面
と反対側の底面２６を有する。シール１０は、外周部の近くに位置する密封部分２５を有
する。密封部分２５は、外周部の近くで底面２６上に形成されると共にこれから延びる半
Ｏリング構造体２４とも呼ばれる環状の隆起条又は隆起部を有する。加うるに、環状圧潰
リブ２８が頂面３０上に形成されるのが良い。半Ｏリング構造体２４及び圧潰リブ２８は
、炭酸ガス飽和サイクル中、圧力下にあるときにキャップ１６及び容器１４を密封する。
【００１６】
　シール１０は、本明細書では外側チャネルともいう円形領域及び空所（cavity）３２を
更に有する。外側チャネル３２は、半Ｏリング構造体２４から半径方向内方に位置すると
共に密封部分２５から下方に延びている。外側チャネル３２は、キャップ１６を貫通して
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延びるガス流入ポート２０及びガス流出ポート２２に対応している。外側チャネルにより
、ガス流入ポート２０及びガス流出ポート２２を邪魔することなく、シール１０を種々の
位置に配置することができる。外側チャネル３２は、容器１４内の領域を最大にし、外側
チャネル３２は、力をシール１０に加えることができ、それによりシール１０が変形し又
は形状を変えたとき、減圧中、ガス領域ポート２２を妨害するのを阻止する。
【００１７】
　シール１０は、外側チャネル３２の半径方向内方に配置された中央部分３３を更に有す
る。中央部分は、環状内側チャネル３４、ポート動作空所３６及び弁３８を有する。図２
の実施形態に示されているように、内側チャネル３４は、外側チャネル３２と同心であり
且つその内側に配置されている。第１の壁４４が頂面３０から上方に延び、この第１の壁
は、外側チャネル３２と内側チャネル３４を隔てている。ポート動作空所３６は、内側チ
ャネル３４の内側に配置されている。第２の壁５４が頂面から上方に延びており、この第
２の壁は、ポート動作空所３６を構成すると共に内側チャネル３４とポート動作空所３６
を隔てている。フラップ弁として示されている弁３８により、ガスは、容器１４とポート
動作空所３６との間を通ることができる。弁３８は又、容器１４に入っている液体のエネ
ルギーを拡散させる。内側チャネル３４及びポート動作空所３６は、フラップ弁３８をバ
イパスする液体を拡散させると共に閉じ込め、そしてかかる液体がガス流入ポート２０及
びガス流出ポート２２に接触するのを阻止し、それにより汚染を阻止するよう設計されて
いる。容器１４及びシール１０が炭酸ガス飽和器具内に配置されて下方へクランプされた
とき、フラップ弁３８、内側チャネル３４及びポート動作空所３６は、キャップ１６に対
して密封を行う。
【００１８】
　複数個の第１のポート４０が第１の壁４４に設けられており、これら第１のポートは、
外側チャネル３２を内側チャネル３４に空圧的（pneumatically）に結合している。複数
個の第２のポート４２が第２の壁５４に設けられ、これら第２のポートは、内側チャネル
３４をポート動作空所３６に空圧的に結合している。それにより、第１のポート４０及び
第２のポート４２は、外側チャネル３２と内側チャネル３４とポート動作空所３６との間
に空圧回路を形成している。この空圧回路を本明細書では、ラビリンス４６と言う場合が
ある。炭酸ガス飽和及びガス抜き段階中、ガスは、第１及び第２のポート４０，４２を通
ってラビリンス４６を通過することができるようになっている。ガスがガス流入ポートと
ガス出口ポートと圧力容器との間の途中までラビリンスを通るようにすることによって、
炭酸ガス飽和中に生じている場合のある泡を含んだ状態でのラビリンス４６を通る容器１
４からのガス流入ポート２０及びガス流出ポート２２への液体移送が最小限に抑えられる
。図２に示されている１つの観点では、第１及び第２のポート４０，４２は、ガスが炭酸
ガス飽和サイクル中、容器１４から抜き出されるときに噴霧がシール１０から逃げ出るの
を阻止するよう互いに対して互いに反対側に、例えば９０°を置いて位置決めされるのが
良い。一観点では、壁４４，５４は、キャップ１６に接触してキャップ１６に対して構造
的剛性をシール１０に与えると共に容器１４が加圧されたときにシール１０がガス流出ポ
ート２２にわたって潰れてこれを密封するのを阻止する。壁４４，５４は、ガス流出ポー
ト２２に対して半径方向内方に配置され、これら壁は、内側及び外側チャネル３４，３６
の境界部を構成している。単一の第１のポート及び単一の第２のポートを用いても良いこ
とが想定される。
【００１９】
　一実施形態では、中央部分は、図８及び図９に最も示されているようにカバー４８を含
むのが良い。カバー４８は、内側チャネル３４及びポート動作空所３６を覆った状態で配
置されるのが良く、このカバーは、クリーニングのために取り外し可能である。カバー４
８は、全体として円板の形をしており、壁４４に係合するよう下方に延びる側壁を備えて
いる。カバー４８は、容器１４に入っている液体により生じる場合のあるはね（スプラッ
シング）を最小限に抑えることができ、このカバーは、液体がキャップ１６の表面に当た
るのを阻止し、それにより炭酸ガス飽和器具１２のための衛生プロセス及び構造を維持す
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る。
【００２０】
　図５～図７は、シール１０を用いて炭酸飲料を形成するプロセスを示している。図５に
示されているように、非炭酸ガス飽和液体を圧力容器１４内に注ぎ込み、そしてシール１
０を圧力容器１４の頂部上に載せる。半Ｏリング構造体２４を用いてシール１０を圧力容
器１４に設けられた対応の溝に対して整列させるのが良い。次に、圧力容器１４及びシー
ル１０を炭酸ガス飽和器具１２内に配置し、クランプ１８を作動させてシール１０をキャ
ップ１６と容器１４との間で圧縮して容器１４内の圧力を維持する。第１のチャンバ６２
がキャップ１６とシール１０との間に構成され、第２のチャンバ６４が圧力容器とシール
１０との間に構成される。
【００２１】
　図６に示されているように、次のステップは、ガスを容器１４内に所定の圧力まで計量
導入する。このステップ中、ガスは、ガス流入ポート２０からシール１０内に流入し、シ
ール１０のラビリンス４６を通り、シール１０に設けられている弁３８を通り、そして第
２のチャンバ６４及び圧力容器１４内に流入する。
【００２２】
　次に、圧力容器１４を撹拌して圧力容器内の液体を炭酸ガス飽和させる。撹拌サイクル
中、シール１０の構造により、撹拌サイクル中、エネルギーが拡散され、かくして、弁３
８を通って容器１４から出る液体が制御されると共に封じ込められ且つかかる液体がシー
ル１０のラビリンス４６内に維持され、それによりガス流入ポート２０及びガス流出ポー
ト２２の汚染が阻止される。
【００２３】
　図７に示されているように、炭酸ガス飽和サイクルを完了すると、ガスを設定された速
度で圧力容器１４からラビリンス４６を通ってガス流出ポート２２に抜き、それにより泡
立ちを減少させると共に逃げ出たガスが液体又は泡をキャップ１６及びガス流出ポート２
２まで運ぶのを阻止する。圧力容器内の圧力が所定のレベル、例えば５ＰＳＩ以下に達す
ると、圧力容器１４及びシール・泡止め器具１０を炭酸ガス飽和器具１２から取り外すの
が良い。次に、シール・泡止め器具１０を圧力容器１４から取り外すのが良く、それによ
りシール・泡止め器具をクリーニングして再使用することができる。炭酸ガス飽和液体を
容器１４から取り出して炭酸飲料として供することができる。
【００２４】
　本明細書において開示する或る特定の実施形態について以下のように更に説明すること
ができる。圧力容器及びキャップに用いられるシール・泡止め器具であって、密封材料で
作られた本体を有し、本体は、キャップ付き圧力容器に接触してキャップを圧力容器に対
して密封する密封エッジを有し、シール・泡止め器具は、炭酸ガス飽和プロセス中、圧力
容器内の液体とキャップとの接触を阻止するラビリンスを有することを特徴とするシール
・泡止め器具が提供される。或る特定の実施形態では、シール・泡止め器具は、シール・
泡止め器具の頂面上に形成されていて炭酸ガス飽和サイクル中、圧力下にあるときにキャ
ップ及び圧力容器を密封する圧潰リブを有する。或る特定の実施形態では、シール・泡止
め器具は、密封エッジから延びていてガス流入ポート及びガス流出ポートを邪魔すること
なくシール・泡止め器具を種々の位置に配置することができる円形領域又は空所を有する
。或る特定の実施形態では、シール・泡止め器具は、円形特徴部を備えた中央部分及びフ
ラップ弁を有する。或る特定の実施形態では、中央部分は、２つの円形特徴部を含む。或
る特定の実施形態では、円形特徴部は、フラップ弁をバイパスする液体を拡散させると共
に捕捉する。或る特定の実施形態では、フラップ弁により、ガスが流入したり流出したり
することができるようにすると共に容器内に入っている液体のエネルギーが拡散される。
或る特定の実施形態では、シール・泡止め器具は、円形特徴部の壁に設けられたスロット
を有し、これらスロットは、ガスがラビリンスを通過することができるようにする。或る
特定の実施形態では、ラビリンスは、円形特徴部及びスロットによって構成され、それに
よりラビリンスを通る液体の移送を最小限に抑え、スロットは、炭酸ガス飽和サイクル中
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、ガスを圧力容器から抜き出すときに噴霧がシール・泡止め器具から逃げ出るのを阻止す
るよう互いに対して反対側に配置されている。或る特定の実施形態では、円形特徴部の壁
は、ガス流出ポートに対して半径方向内方に設けられ、これら壁は、シール・泡止め器具
がガス流出ポートを妨げるのを阻止する円形特徴部の境界部を構成する。或る特定の実施
形態では、中央部分は、カバーを含む。本明細書において開示する或る特定の実施形態を
以下のように更に説明することができる。バッチ炭酸ガス飽和装置であって、キャップを
備えた圧力容器を有し、キャップは、ガス入口及びガス出口を有し、バッチ炭酸ガス飽和
装置は、シール・泡止め器具及びロック機構を更に有し、ロック機構は、キャップ及びシ
ール・泡止め器具を圧力容器に対して取り外し可能にロックし、シール・泡止め器具は、
炭酸ガス飽和プロセス中、圧力容器内の液体とキャップとの接触を阻止するラビリンスを
有することを特徴とするバッチ炭酸ガス飽和装置が提供される。或る特定の実施形態では
、シール・泡止め器具は、キャップ付き圧力容器に接触してキャップを圧力容器に対して
密封する密封エッジを有する。或る特定の実施形態は、シール・泡止め器具の頂面上に形
成されていて炭酸ガス飽和サイクル中、圧力下にあるときにキャップ及び圧力容器を密封
する圧潰リブを有する。或る特定の実施形態は、密封エッジから延びていてガス流入ポー
ト及びガス流出ポートを邪魔することなくシール・泡止め器具を種々の位置に配置するこ
とができる円形領域又は空所を有する。或る特定の実施形態は、円形特徴部を備えた中央
部分及びフラップ弁を有する。或る特定の実施形態では、中央部分は、２つの円形特徴部
を含む。或る特定の実施形態では、円形特徴部は、フラップ弁をバイパスする液体を拡散
させると共に捕捉する。或る特定の実施形態では、フラップ弁により、ガスが流入したり
流出したりすることができるようにすると共に容器内に入っている液体のエネルギーが拡
散される。或る特定の実施形態では、円形特徴部の壁に設けられたスロットを含み、スロ
ットは、ガスがラビリンスを通過することができるようにする。或る特定の実施形態では
、ラビリンスは、円形特徴部及びスロットによって構成され、それによりラビリンスを通
る液体の移送を最小限に抑え、スロットは、炭酸ガス飽和サイクル中、ガスを圧力容器か
ら抜き出すときに噴霧がシール・泡止め器具から逃げ出るのを阻止するよう互いに対して
反対側に配置されている。或る特定の実施形態では、円形特徴部の壁は、ガス流出ポート
に対して半径方向内方に設けられ、これら壁は、シール・泡止め器具がガス流出ポートを
妨げるのを阻止する円形特徴部の境界部を構成する。或る特定の実施形態では、中央部分
は、カバーを含む。
【００２５】
　本明細書において開示する或る特定の実施形態を次のように更に説明することができる
。炭酸飲料をバッチの状態で作る方法であって、炭酸ガス飽和器具を用意するステップと
、ロック機構を用意するステップと、キャップを含む圧力容器を用意するステップとを含
み、キャップは、ガス入口及びガス出口を備え、更に、液体飲料を圧力容器内に導入する
ステップと、ロック機構を用いてシール及びキャップを圧力容器に対してロックするステ
ップと、ガスを指定された圧力で所定の時間の間、導入し、そして液体飲料を撹拌して炭
酸飲料を作るステップとを含み、シール・泡止め器具は、炭酸ガス飽和プロセス中、圧力
容器内の液体とキャップとの接触を阻止するラビリンスを有することを特徴とする方法が
提供される。或る特定の実施形態では、シール・泡止め器具は、ガスがフラップ弁及び円
形特徴部の壁に形成されたスロットを通って圧力容器に自由に流入したり流出したりする
ことができるようにする。或る特定の実施形態では、円形特徴部は、フラップ弁をバイパ
スする液体を拡散させると共に捕捉する。或る特定の実施形態では、ラビリンスは、円形
特徴部及びスロットによって構成され、それによりラビリンスを通る液体の移送を最小限
に抑え、スロットは、炭酸ガス飽和サイクル中、ガスを圧力容器から抜き出すときに噴霧
がシール・泡止め器具から逃げ出るのを阻止するよう互いに対して反対側に配置されてい
る。或る特定の実施形態は、圧力容器内の圧力が所定のレベルに達すると、圧力容器及び
シール・泡止め器具を炭酸ガス飽和装置から取り外すことができ、それによりると共にシ
ール・泡止め器具を圧力容器から取り外すことができると共にシール・泡止め器具を容器
から取り出すことができ、それによりシール・泡止め器具をクリーニングして再使用する
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ことができるようにするステップを更に含む。
【００２６】
　特定の実施形態を詳細に説明したが、当業者であれば、本発明の全体的教示に照らして
本明細書に提供された実施形態の種々の改造例及び変形例を想到できることは理解されよ
う。したがって、開示する特定の構成は、例示に過ぎず、本発明の範囲について限定する
ものではなく、本発明の範囲には、特許請求の範囲の記載の全広がり及びその均等例が与
えられるべきである。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】
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